
２０２６(令和８)年度 組重点プロジェクト推進助成金交付要項 
 

１．趣   旨  ｢御同朋の社会をめざす運動｣(実践運動)推進の一環として、組に

おける重点プロジェクトの推進に資するため、各組が策定した実

践目標の達成に向け活動を実施した組に対して助成金を交付する

もの。 

 

２．活 動 内 容  各組の重点プロジェクトに基づく取り組み 

          ・各組で策定した実践目標の達成に向けた活動を企画、立案し

実施する。 

          ・活動後、明らかになった課題や成果を確認し、次回以降の活

動内容に反映する。 

          ・各組での活動を原則とするが、2 組合同・3 組以上合同で活動

することもできる。 

 

３．対 象 期 間  ２０２６(令和８)年４月１日～２０２７(令和９)年３月３１日まで 

 

４．助 成 金  １組あたり 20,000 円を交付する。(1 年度 1 回の交付) 

          但し、3 組以上合同実施の場合は、50,000 円を限度とする。 

 

５．事 務 手 続  (１)組における事務 

           ・活動後に教務所へ｢実施報告書<様式③>｣を提出する。（合

同実施の場合にも各組より提出） 

            ※報告書は、概ね、活動後１カ月以内の提出を目処とし、

2027 年 3 月 19 日（金）までに教務所へ提出する。 

         (２)教区における事務 

           ・組より提出の｢実施報告書<様式③>｣を精査し、月毎に取り

まとめのうえ、所定の申請書式｢助成金交付申請書<様式①

>｣･｢実施報告一覧<様式②>｣により、毎月、統合企画室宛に

PDF データをもって交付申請を行う(原本の郵送は不要)。 

            ※2026(令和 8)年 3 月取りまとめ分については、 

2027(令和 9)年 4 月 2 日(金・必着)までに申請する。 

           ・教区からの交付申請に基づき、統合企画室より月毎に教区

宛助成金を交付する。 

 

６．備   考  ・教区においては、「御同朋の社会をめざす運動」教区委員会等

で、本要項の周知及び活動内容の情報交換や連絡調整を行う。 

         ・各組において、活動事例を参考としながら、宗門全体の活動が

より充実したものとなるよう進める。 

 

７．添 付 書 類  (1)「助成金交付申請書」<様式①> 

         (2)「実践報告一覧」<様式②> 

         (3)「実施報告書」<様式③>             以 上 


